
（第1-2号様式）

5 年 6 月 5 日

奈良県知事 殿

 提出者

住　所

氏　名

電話番号

 当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①

②

③

④

（日本工業規格　Ａ列４番）

０７４５－５３－２９０１

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項及び奈良県産業廃棄物処理計画作成指導
要綱第５の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成したの
で、提出します。

事 業 場 の 名 称 大和高田市立病院

事 業 場 の 所 在 地 大和高田市礒野北町１番１号

（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画書

令和

奈良県大和高田市礒野北町１番１号

大和高田市立病院開設者
大和高田市長　堀内　大造

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

従 業 員 数 ４９４人

特別管理産業廃棄物
の一連の処理の工程

＜感染性廃棄物＞
各診療科及び病棟から排出される医療廃棄物を２０Ｌ容器・５
０Ｌ容器・５０Ｌダンボール容器に分別して入れ、収集運搬業
者により中間処分場に持ち込まれ乾熱滅菌処理される。

＜廃油＞
病理検査室で使用後の廃油を一斗缶に入れて、収集運搬業者に
より中間処分場に持ち込まれ乾熱滅菌処理される。

計 画 期 間 令和5年４月１日～令和6年３月３１日

事 業 の 種 類 Ｐ－８３　医療業

事 業 の 規 模 病床数　３２０床



特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

4 年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

（第２面）

 ①現状

【前年度（令和

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 廃油

排　　　出　　　量 341 1.2

新型コロナ感染症拡大のため、コロナ関連の廃棄物が増加した。

①現状

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
●液状・泥状（血液／臓器組織等）●固形状①（血液、体液の付着したもの／抗ガン剤・抗腫瘍剤のバイアル／
輸血後の輸血バッグ／輸血セット等）●鋭利なもの（注射針／メス／ガラス製アンプル／使用済みのスライドグ
ラス／ガラス製試験管等）●固形物②（処置後の手袋／輸液ボトル／輸液セット／注射バイアル／抗ガン剤／抗
腫瘍剤のバイアル／抗ガン剤のミキシングに使用した全ての物品／紙おむつ等）●病原微生物に関連した試験・
検査などに用いられた物（細菌微生物類はオートクレーブ滅菌）に分類　●病理検査室で使用後のものを一斗缶
に入れる

②計画

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

特になし

 ②計画

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 廃油

排　　　出　　　量 224.776 1.1

病院一丸となって、新型コロナ感染症拡大以前の状況に戻すよう取り組
む。

特別管理廃棄物監理責任者
（臨床技術科技師長）

院内清掃業者 収集運搬業者 中間処分業者

大和高田市立病院院長 都道府県等廃棄物担当部署



自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

2 年度）実績】

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組 ）

②計画

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 廃油

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

（第３面）

①現状

【前年度（令和

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 廃油

自 ら 再 生 利 用 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

②計画

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 廃油

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

①現状

【前年度（令和

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 廃油

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量



自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

4 年度）実績】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

（第４面）

①現状

【前年度（令和

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 廃油

自 ら 埋 立 処 分
を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

②計画

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物 廃油

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

341 1.2

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

【前年度（令和

特別管理産業廃棄物の種類 １感染性廃棄物 廃油

全 処 理 委 託 量 341 1.2

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

①現状



【目標】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

年度）実績】

（今後実施する予定の取組等）

　　※事務処理欄

（第５面）

②計画

特別管理産業廃棄物の種類 １感染性廃棄物 廃油

全 処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

224.776 1.1

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

224.776 1.1

再生利用業者への
処 理 委 託 量

処分場視察を行う。

電子情報処理組織の使用
に関する事項

【前年度（令和

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

ｔ排 出 量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）


